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定価　本体4,000円＋税

●「収益認識に関する会計基準」におけ
る契約実務や税務への影響とその考え
方や仕組みについてケーススタディを
用いてまとめた一冊。

●契約実務や税務への影響を踏まえた実
務上の留意点を専門家の視点から分か
りやすく紹介。

●新基準の適用にあたって必要になる契
約（法律）の基礎知識については、対応
する会計基準の条項に沿って、民法・
商法・会社法等の条文を引用しながら
解説。

https://www.daiichihoki.co.jp

ケーススタディでおさえる

収益認識
会計基準

本書の特色

すぐわかる契約・税務のポイント

企業の
経理担当者

必携！

片山 智裕  著弁護士・公認会計士
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■宛先

第一法規株式会社

書店印

取 扱 い

この申込書は、ハガキに貼るか、
このままFAXで下記宛お送りく
ださい。

＊弊社宛直接お申し込みいただく場合、一回のご注文でお届け先が一箇所、お買い上げ合計金額5,000円（税込）以上のご注文は、国内配送料サービスといたします。
また、お買い上げ合計金額5,000円（税込）未満のご注文については、国内配送料550円（税込）にてお届けいたします。

＊消費税は申込日時の適用税率に依ります。

◎上記のとおり申し込みます。代金については、次に示す方法にて支払います。
　＊現在、弊社とお取引のないお客様につきましては、代金引換にてお支払いをお願い申し上げます。
　（いずれかを で選択ください。）　　□代金引換により支払います。　　□現品到着後請求書により支払います。

＊代金引換手数料について
　一回あたりのご購入金額
　（商品の税込価格+送料）の合計が

※送料・代引手数料を含む合計金額は、商品のお届け時に配送業者
に現金でお支払いください。その際、クレジットカードはご利用い
ただけません。

1万円以下の場合、300円+税
3万円以下の場合、400円+税
10万円以下の場合、600円+税

年　　　　月　　　　日

お客様よりお預かりした個人情報は、納品や請求書等の発送・アフターサービス、弊社製品・サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。また、お客様の個人情報は、弊社
ホームページに掲載のプライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います。なお、個人情報についての照会、修正・削除・利用停止を希望される場合、その他お問い合わせにつきましては、お問
合せフォーム（https://www.daiichihoki.co.jp/support/contact/contact.php）かフリーダイヤルにてご連絡ください。

お客様の個人情報の
取扱いについて

キ　リ　ト　リ　線

申　込　書　〈第一法規刊〉

ケーススタディでおさえる 収益認識会計基準
― すぐわかる契約・税務のポイント ―

収益認識会計基準（068213）2019.10 SA

部
申込部数

　［コード068213  ］

＜クレジットカードでもお支払いいただけます＞
検 索

＜クレジ トカ ドでもお支払いいただけます＞
詳 細・お申し 込 みはコチラ 第一法規　収益認識会計基準

　●定価 4,400円（本体4,000円）
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じて常に履行を完了した部分の販売価格相当額を超えて先行して対価
の残部が支払われると見込まれる場合には、要件③を満たしている。

【図】－対価の分割払いと返金不能－
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０％ 100％（履行の程度）

　もし、契約の存続期間の中に、企業が顧客から受領した対価の合計
額が履行を完了した部分の販売価格相当額に不足する時期があると見
込まれる場合には、返金不能の契約条件は、要件③を満たさない。

③　少なくとも履行を完了した部分についての補償を受ける

　履行を完了した部分についての補償額は、合理的な利益相当額を含む、
現在までに移転した財又はサービスの販売価格相当額である（指針 12）。
　例えば、企業の履行の程度に満たない預け金の没収や解約により企業
が他の顧客に移転するためのコスト（損失）の補填、迷惑料の支払等は
該当しない（IFRS/BC 143）。
　財又はサービスの販売価格相当額は、企業が履行義務を充足するため
に生じるコストに合理的な利益相当額を加算したものをいい、合理的な
利益相当額は、次のア又はイのいずれかである（指針 12）。
ア 　契約に基づき履行を完了した部分について合理的に見積った利益相
当額の一定割合

イ 　対象となる契約における利益相当額が、同様の契約から通常予想さ
れる利益相当額より多額の場合には、当該同様の契約から予想される
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ア　代理委託

　代理委託では、受託者は委託者の代理人として顧客との間で売買契
約を締結するが、その契約にあたって、委託者の名を表示し、受託者
が委託者のために（代理人として）法律行為をすることを表示する（顕
名）。代理人である受託者の名を併記するのが通常であるが、併記し
ない場合もある。
イ　媒介委託

　媒介委託では、受託者は顧客との間の売買契約の成約に向けて事実
行為（いわゆる仲介・周旋・斡旋・勧誘等）を行うだけで、企業自ら
が顧客と売買契約を締結する。
　下図のとおり、代理委託・取次委託では、売買契約が下図の企業A
と顧客Cとの間に直接成立するので、企業Aが顧客Cに対して目的物
引渡し義務を負い、売買代金を請求する権利を有する。
　企業Aは、企業Aと顧客Cとの間に成立した売買契約に本基準を適
用する。ただし、代理委託の場合には、企業Aと受託者Bとの間に委
託販売契約（代理委託）が成立し、受託者Bに代理権が存在すること
が前提となる。

【図】－代理委託販売・媒介委託販売－

※矢印（➡）…元：権利者／先：義務者
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3　契約の結合
⑴　契約の結合
ⅰ　法形式上の契約に従った会計処理

　法形式上の複数の契約は、下図のとおり、区分して処理するか単一の契約
として処理するかにより収益認識の時期及び金額が異なる可能性がある（第
121 項）。
　例えば、下図では、結合後の契約の取引価格は、結合前の個々の契約の取
引価格の合算額を独立販売価格の比率に基づき複数の履行義務に配分するの
で、それぞれの履行義務に配分される取引価格は、結合前の個々の契約で算
定される取引価格と異なる。

【図】－契約の結合－

契約A 　契約価格　600

履行義務A

契約 B　契約価格　200

履行義務 B
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《結合》
単一の契約　契約価格 800

履行義務A
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時　期 金　額 時　期 金　額

ⅰ） 履行義務Ａの充足
ⅱ） 履行義務Ｂの充足

600
200

ⅰ） 履行義務Ａの充足
ⅱ） 履行義務Ｂの充足

480
320

ⅱ　契約の結合の必要性

　次のａ又はｂのような場合には、経済的実態を忠実に反映するため、複数
の契約を結合して単一の契約として処理する必要がある。
ａ　価格の相互依存性

　例えば、企業が顧客との契約で対価を決定するときに当該顧客との他の
契約の対価との関係により値引きする場合など、ある契約における財又は
サービスの対価がその他の契約における財又はサービスの対価に依存する
場合がある。これらの契約を区分して処理すると、各契約の履行義務に配
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　 　会計処理
　例えば、企業が顧客に100個の製品を＠100（原価70）で販売する。企業は、
返品期間 30 日間中に、25％の確率で生じる状況下では製品 1個が、50％
の確率で生じる状況下では製品 3個が、25％の確率で生じる状況下では製
品 5個が返品され、いずれの状況でも返品の回収のためのコストは＠ 10
と予想している。
　企業は、顧客に製品 100 個を移転した時に、下表のとおり、期待値を使
用して返品が見込まれる確率加重数量が 3個であり、企業が権利を得ると
見込む対価の額を 9,700 と算定し、この金額は返品期間満了時までに計上
された収益の著しい減額が発生しない可能性が高いと判断する。

　

状　況 返品の個数 状況が生じる確率 期待値

Ａ
Ｂ
Ｃ

1
3
5

25％
50％
25％

確率加重数量

0.25
1.5
1.25
3

　企業は、次のとおり、収益 9,700、返金負債 300 を認識する。
　　◎ ＠ 100 ×返品が見込まれない数量（ 100 －  3 ）＝ 9,700

（借）売　　掛　　金 10,000 （貸）売　　上　　高 9,700
返　金　負　債 300

　また、企業は、次のとおり、製品を回収する権利として、製品（棚卸資
産）の従来の帳簿価格＠ 70 から返品の回収費用＠ 10 を控除した＠ 60 で
返品資産を認識する。

　　◎ ＠（ 70 － 10 ）×返品が見込まれる数量 3 ＝ 180

（借）売　上　原　価 6,820 （貸）棚　卸　資　産 7,000
返　品　資　産 180

ⅲ　事後の見直し

ａ　収益

　企業は、各決算日に、取引価格の算定に関する第47項～第64項を適用し、

本書内容
見本
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